
混雑防止策の導入（南側離陸） 別 図 

テトラポイント 
約15000ft  

※ 九十九里手前において騒防
法第１種区域の外側で、且つ
6000ft以上に上昇した出発機に

限って最短コースに旋回させる
 本運用については、出発便の混雑等の管
制上必要な場合に限ることとする。 
また、高度については、一般的な通過高度で
あり、機材や交通状況等に応じて変化する場
合がある。

限って最短コ スに旋回させる
運用となる。 

合がある。


